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2006200620062006年春季闘争年春季闘争年春季闘争年春季闘争具体的な取り組み具体的な取り組み具体的な取り組み具体的な取り組み    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．総合的な労働条件改善闘争総合的な労働条件改善闘争総合的な労働条件改善闘争総合的な労働条件改善闘争    

日本経済は、設備投資や個人消費の拡大などによって、踊り場を抜け、景気回復が

続くなか、企業業績においても、産業・企業ごとのばらつきはあるものの、全体とし

ては増収増益傾向にあります。 

電線産業についても、日本経済の回復や事業構造改革の進展等により、収益面につ

いては改善されているものの、原材料価格の高騰などに加え、引き続き構造改革が求

められていることなど、種々の課題をかかえている実態にあります。 

このような状況から、「雇用の安定と生活の維持・向上」を基本に、『総合的な労

働条件改善闘争』と位置づけ、連合・JC方針を踏まえるなかで、とりまく諸情勢や産

業実態を十分に勘案し、「2005年度運動方針補強」に基づき、「賃金」「年間一時金」

「退職金引き上げ」「労働時間短縮」などや「生活環境の改善と産業政策の実現」に

取り組みます。 

 

１．雇用を守る取り組み１．雇用を守る取り組み１．雇用を守る取り組み１．雇用を守る取り組み    

産業・企業における雇用環境の実態など、雇用をとりまく環境が大きく変化してい

ることから、その大前提を「雇用の維持・確保」に置き、これまでの取り組み経過や

電線産業をとりまく環境を踏まえ、雇用を守る取り組みについて、春闘期間中も含め、

日常からの経営対策と労使協議体制のさらなる充実を図っていきます。 

 

（１）雇用の維持･確保を最優先すべき最大の課題と位置づけ、組合員の雇用の安定

に向けて、日常からの経営対策と労使協議体制のさらなる充実を図るなど、春闘

期間中も含め取り組みを推進していきます。 

（２）60歳以降の雇用確保については、「改正 高年齢者雇用安定法」における法の

主旨を踏まえ、就労希望者全員の雇用確保を基本に取り組みを進めます。 

 

２．賃金２．賃金２．賃金２．賃金    

賃金については、全電線中期基本政策の考え方に沿って、「電線産業にふさわしい

賃金を確保していく」との考え方で取り組んでいきます。 

取り組みにあたっては、連合・JCの方針を考慮するなかで、賃金の横断性、世間の

要求動向、全電線の賃金実態と他産業との賃金格差、さらに将来の電線産業を担う人

的投資や人材確保の観点から、魅力ある労働条件整備に向けた対応を図っていくこと

とします。 
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（１） 生活維持・向上の観点から、定期昇給をはじめとする賃金構造維持分を確保

したうえで賃金改善に取り組みます。 

（２） 具体的な賃金改善要求については、35歳標準労働者賃金で2,000円相当とし、

取り組みにあたっては、賃金原資獲得の観点も含め各単組の賃金実態や賃金制度

を踏まえるなかで、格差是正と併せ各単組の主体性のもとで取り組みます。 

（３） 単組の主体的な取り組みのもと、公平･公正な賃金制度の整備・確立を図って

いきます。 

（４） 企業内最低保障賃金については、18歳の位置づけで協定化を図るとともに、

具体的水準については到達闘争として149, 500円以上に引き上げていきます。 

（５） JC共闘として「JCミニマム（35歳）210,000円」の取り組みを推進するとと

もに、大くくり職種別賃金への対応を進めていきます。 

（６） 登録・表示については、「35歳個別賃金」「企業内最低保障賃金」について

登録・表示をすることとします。 

    

３．年間一時金３．年間一時金３．年間一時金３．年間一時金    

「全電線中期基本政策」「2004～2005 年度政策委員会中間報告」に基づき、「一

時金は生活水準の維持・向上を図るための年間賃金の一部である」との考え方を堅持

するなかで、一時金の構成要素を、生活を守るとの観点に立脚した好・不況にかかわ

らず必要不可欠な「生活保障部分（固定部分）」と、成果・業績を反映し、その正当

な還元を求めていく「成果反映部分（変動部分）」とに分けて要求を設定します。    

 

（１）要求方式 

最低保障方式を基本としつつも、単組がより取り組みやすい方式を選択すること

とします。また、年間要求方式での夏季・年末折半とします。 

（２）要求設定方法 

① 「生活保障部分（固定部分）」については、生活給的要素を踏まえて全電線

で統一的に設定します。 

② 「成果反映部分（変動部分）」については、職場における協力・努力や企業

業績・短期的な成果の還元等の要素に基づき、各単組において設定することと

します。 

③ 要求は、「生活保障部分（固定部分）」と「成果反映部分（変動部分）」を

トータルし、「新平均基準内賃金」の月数で表示することとします。 

（３）要求基準 

① 最低保障方式における要求基準については、「各人の支給において確保すべ

き水準」との位置づけで、産別ミニマム基準として 4ヵ月とします。 

② 平均方式における要求基準については、生活保障部分（固定部分）と「成果
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反映部分（変動部分）」を併せて 5 ヵ月中心とします。なお、産別ミニマム基

準については「平均原資年間 4ヵ月」とします。 

（４）配分について 

① 配分については、「産別ミニマム基準」の確保を大前提に、これまでの取り組  

  み経過を踏まえつつ、各単組組合員の納得性に立って取り組むこととします。 

② 査定分については、その内容を明らかにし、配分の明確化に努めることとしま 

 す。 

（５）登録・表示について 

① 要求時に「新平均基準内賃金」の月数を登録・表示し、妥結時には月数・金額 

 を登録・表示することとします。 

② 35歳ポイントにおける査定分を含む妥結月数・金額、平均ベースにおける妥結 

金額についても登録することとします。 

③ 25歳、30歳、40歳の各ポイントについても、査定分を含む妥結月数・金額を 

事後登録することとします。 

（６）不適格者などの改善について 

① 不適格者（全休者、長期療養者）は、適格者扱い時の70%を目標に、最低でも 

60%を確保すべく取り組むこととします。 

② 組合員と雇用形態の異なる非典型労働者についても、組合員に見合った水準を 

確保できるよう取り組むこととします。 

 

４．退職金引き上げ４．退職金引き上げ４．退職金引き上げ４．退職金引き上げ    

「全電線中期基本政策」に基づき、安定した老後生活保障の確保を最重点とする「社

会保障の補完的給付」の位置づけを基本に全体水準の引き上げに向け取り組みます。

加えて企業年金制度、低勤続者層退職金、死亡・私傷病退職金等、その改善・充実に

向け取り組みます。 

    

（１）要求方式・設定方法と要求基準 

① 到達方式による取り組みとし、「中卒・勤続35年・60歳」の定年退職金の到

達水準を1,600万円以上とします。 

② 1,600万円に未到達の単組は、到達に向け要求することとします。なお、「勤 

続30年・55歳」の定年退職金で取り組む単組についても、60歳定年退職の要求

基準と同等水準で設定することとします。 

③ 到達単組（あるいは到達に向け労使合意済み単組）については、経済動向・

他単産動向や現行水準などについて研究・検証を重ねるなかで、企業年金等諸

制度との関係なども踏まえ、当該単組が具体的取り組みについて検討していく

こととします。 



 4

（２）取り組みにあたって 

① 1,600万円に未到達の単組は、現行水準との乖離を認識するなかで、年次計画

的取り組みも視野に入れ、到達に向けての労使合意形成を図っていくこととし

ます。 

② 現行水準と到達水準（1,600万円）との乖離が極めて大きい単組については、

到達方式を基本に置きつつも、着実な改善に結びつけていく観点から、その補

完として、到達水準と現行水準との格差等を踏まえた上げ幅での要求設定を、

当該単組の主体的判断のもとに行っていくこととします。 

③ 企業年金制度の充実に向け、十分な労使協議を行うなかで取り組みを進める

こととします。 

    

５．労働時間短縮５．労働時間短縮５．労働時間短縮５．労働時間短縮    

仕事と生活との調和を図るとともに、雇用の維持･確保を図る観点からも、長時間

労働を早期に是正する取り組みが重要です。全電線では、これまで「総労働時間短縮

の提言（第 3次）」に基づき取り組みを行い、所定内労働時間では世間水準にあるも

のの、所定外労働時間や年次有給休暇を含めた総労働時間では長時間になっています。

これらの経過も踏まえ、2006年春闘期間も含め、労働時間の管理･徹底などの具体的

な対応を進め、ゆとりある生活時間の確保によって、仕事と家庭の両立という新たな

ライフスタイルを構築する観点も含め取り組みを進めていきます。 

 

（１）年間所定内労働時間をはじめとする時短各項目について、単産水準に未到達単

組は、早期達成に向けて積極的に取り組むこととします。 

（２）各単組は、時間外労働時間規制の厳守および平均時間外労働時間の圧縮、年次

有給休暇の取得促進など積極的に取り組み、早急に年間総労働時間1,900時間台

の実現をめざしていくこととします。 

（３）労働時間の管理・徹底については、不払い残業等の発生防止など、各労使にお

いて具体的な対応策を図るとともに、36協定特別条項の適正な運用が図られる

よう、日常の労使協議も含めて、その取り組みを強化していきます。 

    

６．仕事と６．仕事と６．仕事と６．仕事と生活の調和を図る生活の調和を図る生活の調和を図る生活の調和を図る取り組み取り組み取り組み取り組み    

急速に進む少子化の流れに対して、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを

進めるとともに、健康で安心した生活が営めるように環境を整備していく必要があり

ます。企業活動においても、社会との合意形成を図るなかで、仕事と生活の調和が図

れる働き方が求められていることから、法令や労働協約を守り、働き方を改善する取

り組みを通じて、仕事と生活の調和が図れる公正な働き方の実現に取り組むこととし
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ます。 

 

（１）仕事と家庭の両立支援を図るための「次世代育成支援対策推進法」への対応に

ついては、行動計画における実施状況のフォローを行なうこととします。また、

今後、取り組む単組においても、行動計画策定に向けて労働組合が参画するなど、

労使で十分な協議を行うことを基本に主体的な対応を進めます。 

（２）育児・介護休業制度改正法に基づいた対応を図るとともに、仕事と家庭の両立

支援のため、各単組の主体性のもと、諸制度のさらなる充実を図ります。 

（３）法令や労働協約を守り、働き方を見直すことによって、仕事と生活の調和が図

れる公正な働き方の実現に取り組みます。 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．生活生活生活生活環境の改善と産業政策の実現環境の改善と産業政策の実現環境の改善と産業政策の実現環境の改善と産業政策の実現    

１．連合の取り組み 

連合は、「サラリーマン大増税阻止」「社会保障制度の一体的改革の実現」「子育

て支援の拡充」「パート労働者等の均等待遇法制化と男女雇用平等法制定」「労働基

本権の確立と民主的で透明な公務員制度改革の実現」を最重点課題と位置づけ、その

実現に向けて春季生活闘争の活動と連動させ、組合員参加の運動で取り組みを強める

こととしています。 

 

２．JCの取り組み 

 JCは、総合労働条件改善の取り組みと連動して、「生活との調和と自己実現をめ

ざす多様な働き方」を支える環境づくりを推進するとしています。 

具体的には、「サラリーマン増税阻止」「労働契約法制」「産業別最低賃金の継承・

発展」について、積極的に取り組むこととしています。 

 

３．全電線の取り組み 

全電線としても、「ゆとり・豊かさ」の実現に向けた生活環境の改善と産業政策の

充実の重要性を認識するなかで、連合・JC の取り組みとの連動性を強く意識し、構

成組織の一員として積極的に参画していきます。 

具体的な活動としては、産業政策･社会政策検討部会で論議を進めるとともに、『全

電線「産業政策･社会政策」の実現に向けて』を踏まえ、今後、全電線中央として連

合・JC への展開や電線経連・電線工業会、各省庁などへの申し入れや意見交換を行

いながら幅広い取り組みを推進していきます。  

 


